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(57)【要約】
【課題】焦点検出の困難な領域を回避しつつ、より優先
度の高い領域で正確に焦点調節を行う。
【解決手段】被写体を撮像する撮像部と、撮像部により
撮像された画像から被写体を検出する検出部と、検出部
の検出結果に基づいて、画面内に複数の焦点検出枠を設
定する設定部と、複数の焦点検出枠のそれぞれにおける
焦点状態およびその信頼性を検出する焦点検出部と、検
出部と焦点検出部の検出の結果に基づいて、焦点調節を
行うための主たる焦点検出枠を選択する選択部と、を備
え、選択部は、検出部により検出された被写体の部位に
応じて、主たる焦点検出枠の選択方法を異ならせる。
【選択図】図９



(2) JP 2021-173803 A 2021.11.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像から被写体を検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出結果に基づいて、画面内に複数の焦点検出枠を設定する設定手段と
、
　前記複数の焦点検出枠のそれぞれにおける焦点状態およびその信頼性を検出する焦点検
出手段と、
　前記検出手段と前記焦点検出手段の検出の結果に基づいて、焦点調節を行うための主た
る焦点検出枠を選択する選択手段と、を備え、
　前記選択手段は、前記検出手段により検出された被写体の部位に応じて、前記主たる焦
点検出枠の選択方法を異ならせることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、被写体が静止被写体である場合と、動被写体である場合とで、前記主
たる焦点検出枠の選択方法を異ならせることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、焦点調節のモードが静止被写体に焦点を合わせるモードである場合と
、動被写体に焦点を合わせるモードである場合とで、前記主たる焦点検出枠の選択方法を
異ならせることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記検出手段で検出される部位の大きさに応じて、前記主たる焦点検
出枠の選択方法を異ならせることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮
像装置。
【請求項５】
　前記選択手段は、前記検出手段の検出結果と、前記設定手段の設定と、前記焦点検出手
段の検出結果とに基づいて、前記主たる焦点検出枠を選択することを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記設定手段は、前記検出手段により被写体の部位が複数検出された場合に、複数の検
出領域を包含する領域に対して、前記複数の焦点検出枠を設定することを特徴とする請求
項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記設定手段は、前記複数の焦点検出枠を、前記検出手段で検出された被写体の部位の
中で最小の領域の大きさに基づいて設定することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置
。
【請求項８】
　前記選択手段は、被写体の部位として瞳が検出された場合は、その部位の中心を優先し
て前記主たる焦点検出枠を選択することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記選択手段は、被写体の部位として顔が検出された場合は、その部位の中心を優先し
て前記主たる焦点検出枠を選択することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記選択手段は、被写体の部位として体が検出された場合は、至近の被写体を優先して
前記主たる焦点検出枠を選択することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　被写体を撮像する撮像手段を備える撮像装置を制御する方法であって、
　前記撮像手段により撮像された画像から被写体を検出する検出工程と、
　前記検出工程の検出結果に基づいて、画面内に複数の焦点検出枠を設定する設定工程と
、
　前記複数の焦点検出枠のそれぞれにおける焦点状態およびその信頼性を検出する焦点検
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出工程と、
　前記検出工程と前記焦点検出工程の検出の結果に基づいて、焦点調節を行うための主た
る焦点検出枠を選択する選択工程と、を有し、
　前記選択工程では、前記検出工程において検出された被写体の部位に応じて、前記主た
る焦点検出枠の選択方法を異ならせることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラムを
記憶したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置における焦点調節技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮像素子を用いた撮像面位相差ＡＦ方式やコントラストＡＦ方式など様々なＡＦ
方式（オートフォーカス方式）が実用化されている。さらにこのようなＡＦ方式において
、主被写体の領域を特定して合焦させる技術が確立されている。
【０００３】
　その方法として、特許文献１では、複数のＡＦ枠から隣接した所定深度内の塊を検出し
てその中から主ＡＦ枠を選択する制御を行っている。
【０００４】
　また、特許文献２では、所定深度内の塊を検出することに加え、色情報を用いることに
よって主被写体領域の特定精度を向上させている。
【０００５】
　また、特許文献３では、顔に含まれる器官として瞳などを検出し、検出した器官に対し
て検出結果の信頼度を判定し、検出信頼度の高い領域に焦点検出領域を設定する手法が開
示されている。これにより、より精度よく主被写体位置を特定した状態でピント合わせを
行うことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１９１０７３号公報
【特許文献２】特開２０１５－０４１９０１号公報
【特許文献３】特開２０１９－１２１８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１乃至３に記載の技術においては、主要被写体の領域を精度よ
く検出し、検出結果に基づいて焦点検出領域を設定するため、必ずしも焦点検出に適した
領域で焦点検出が行われるとは限らない。主要被写体と判定された領域が焦点検出に適し
た領域でない場合は、正確な焦点調節を行えない場合がある。
【０００８】
　本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、焦点検出の困難な領
域を回避しつつ、より優先度の高い領域で正確に焦点調節を行うことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係わる撮像装置は、被写体を撮像する撮像手段と、前記撮像手段により撮像さ
れた画像から被写体を検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に基づいて、画面内
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に複数の焦点検出枠を設定する設定手段と、前記複数の焦点検出枠のそれぞれにおける焦
点状態およびその信頼性を検出する焦点検出手段と、前記検出手段と前記焦点検出手段の
検出の結果に基づいて、焦点調節を行うための主たる焦点検出枠を選択する選択手段と、
を備え、前記選択手段は、前記検出手段により検出された被写体の部位に応じて、前記主
たる焦点検出枠の選択方法を異ならせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、焦点検出の困難な領域を回避しつつ、より優先度の高い領域で正確に
焦点調節を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の撮像装置の一実施形態であるデジタルカメラの構成を示すブロック図。
【図２】一実施形態のデジタルカメラの動作を説明するフローチャート。
【図３】ＡＦ枠の設定動作を説明するためのフローチャート。
【図４】人物の顔に対する検出領域の概念を示す図。
【図５】人物の瞳、顔、体に対する検出領域の概念を示す図。
【図６】動物の瞳、顔、体に対する検出領域の概念を示す図。
【図７】デジタルカメラにおけるＡＦ動作を説明するフローチャート。
【図８】焦点検出処理を説明するフローチャート。
【図９】ＡＦ主枠の選択動作を説明するフローチャート。
【図１０】検出中心優先のＡＦ主枠の選択動作を説明するフローチャート。
【図１１】中央領域至近優先のＡＦ主枠の選択動作を説明するフローチャート。
【図１２】検出領域信頼度優先のＡＦ主枠の選択動作を説明するフローチャート。
【図１３】中央領域信頼度優先のＡＦ主枠の選択動作を説明するフローチャート。
【図１４】中央領域予測優先のＡＦ主枠の選択動作を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請
求の範囲に係る発明を限定するものではない。実施形態には複数の特徴が記載されている
が、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意
に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同
一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
【００１３】
　図１は、本発明の撮像装置の一実施形態であるデジタルカメラ３００の構成を示すブロ
ック図である。
【００１４】
　図１において、デジタルカメラ３００は、カメラ本体２００に、交換レンズ１００が、
電気接点ユニット１０６を有する不図示のマウント部を介して着脱可能に（交換可能に）
取り付けられて構成されている。
【００１５】
　交換レンズ１００は、撮影光学系として、ズーム機構を含む撮影レンズ１０１、光量を
制御する絞り及びシャッター１０２、後述する撮像素子上に焦点を合わせるためのフォー
カスレンズ１０３を備える。モータ１０４はフォーカスレンズ１０３を駆動し、レンズコ
ントローラ１０５は、交換レンズ１００全体を制御する。
【００１６】
　カメラ本体２００は、撮像素子２０１を備える。撮像素子２０１は、被写体からの反射
光を電気信号に変換するフォトダイオードを有する多数の画素を備える。Ａ／Ｄ変換部２
０２は、撮像素子２０１の出力ノイズを除去するＣＤＳ回路やＡ／Ｄ変換前に行う非線形
増幅回路を含み、撮像素子２０１からのアナログ信号をデジタル信号に変換する。カメラ
本体２００は、さらに画像処理部２０３、ＡＦ信号処理部２０４、フォーマット変換部２
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０５、高速な内蔵メモリ（例えばランダムアクセスメモリなど、以下ＤＲＡＭと記す）２
０６を備える。
【００１７】
　画像記録部２０７は、メモリーカードなどの記録媒体とそのインターフェースからなる
。タイミングジェネレータ２０８は、デジタルカメラ３００の動作のタイミングを制御す
るタイミング信号を生成し、システム制御部２０９は撮影シーケンスなどのデジタルカメ
ラ全体の動作を制御する。レンズ通信部２１０は、カメラ本体２００と交換レンズ１００
との通信を行う。被写体検出部２１１は、撮像した画像信号から被写体を検出する。
【００１８】
　画像表示用メモリ（以下ＶＲＡＭと記す）２１２は、表示用の画像を記憶する。画像表
示部２１３は画像表示の他、操作補助のための表示やカメラの状態の表示を行う。さらに
、撮影時には撮影画面と、焦点検出領域を表示する。操作部２１４は、カメラを外部から
操作するための操作部材を備える。撮影モードスイッチ２１５は、マクロモード、スポー
ツモードなどの撮影モードを選択するための操作部材である。メインスイッチ２１６は、
デジタルカメラ３００に電源を投入するためのスイッチである。レリーズスイッチ（ＳＷ
１）２１７は、レリーズボタンの半押しでＯＮとなり、ＡＦやＡＥ等の撮影準備動作を開
始させる。レリーズスイッチ（ＳＷ２）２１８は、レリーズボタンの全押しでＯＮとなり
、撮影動作を開始させる。
【００１９】
　ＤＲＡＭ２０６は、一時的な画像記憶手段としての高速バッファや、画像の圧縮伸張に
おける作業用メモリなどとして使用される。操作部２１４は、例えば次のようなものを含
む。撮像装置の撮影機能や画像再生機能の設定などの各種設定を行うメニュースイッチ、
撮影モードと再生モードの動作モード切換えスイッチなどである。
【００２０】
　撮像素子２０１は、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサにより構成されている。交換レンズ１００
の撮影光学系を通過した光束は、撮像素子２０１の受光面上に結像され、フォトダイオー
ドによって入射光量に応じた信号電荷に変換される。各フォトダイオードに蓄積された信
号電荷は電圧信号に変換され、システム制御部２０９の指令によるタイミングジェネレー
タ２０８からの駆動パルスに基づいて、撮像素子２０１から順次読み出される。
【００２１】
　カメラ本体２００に用いられる撮像素子２０１の各画素は、２つ（一対）のフォトダイ
オードＡ，Ｂとこれら一対のフォトダイオードＡ，Ｂに対して共通して設けられた１つの
マイクロレンズとを備える。各画素は、入射する光をマイクロレンズで分割して一対のフ
ォトダイオードＡ，Ｂ上に一対の光学像を形成し、その一対のフォトダイオードＡ，Ｂか
ら、後述するＡＦ用信号に用いられる一対の画素信号（Ａ信号およびＢ信号）を出力する
。また、一対のフォトダイオードＡ，Ｂの出力を加算することにより、撮像用信号（Ａ＋
Ｂ信号）を得ることができる。
【００２２】
　複数の画素から出力された複数のＡ信号と複数のＢ信号をそれぞれ合成することにより
、撮像面位相差検出方式によるＡＦ（以下、撮像面位相差ＡＦという）に用いられるＡＦ
用信号（言い換えれば、焦点検出用信号）としての一対の像信号が得られる。ＡＦ信号処
理部２０４は、この一対の像信号に対して相関演算を行って、これら一対の像信号のずれ
量である位相差（以下、像ずれ量という）を算出し、さらにその像ずれ量から撮影光学系
のデフォーカス量（およびデフォーカス方向と信頼性：焦点状態））を算出する。また、
ＡＦ信号処理部２０４は、画面上の指定可能な複数の領域（焦点検出領域）でデフォーカ
ス量を算出するものとする。
【００２３】
　以下、本実施形態のデジタルカメラ３００の動作について図２を用いて説明する。図２
は、デジタルカメラ３００の動作を示すフローチャートである。
【００２４】
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　まず、ステップＳ２０１では、システム制御部２０９は、レリーズスイッチ（ＳＷ１）
２１７の状態を調べ、ＯＮであればステップＳ２０２へ進み、ＯＦＦであればそのまま待
機する。
【００２５】
　ステップＳ２０２では、システム制御部２０９は、ＡＦ信号処理部２０４に対して後述
するＡＦ枠（焦点検出枠）の設定を行ってステップＳ２０３へと進む。
【００２６】
　ステップＳ２０３では、システム制御部２０９は、後述するＡＦ動作を行いステップＳ
２０４へ進む。
【００２７】
　ステップＳ２０４では、システム制御部２０９は、レリーズスイッチ（ＳＷ１）２１７
の状態を調べ、ＯＮであればステップＳ２０５へ進み、そうでなければステップＳ２０１
へ戻る。
【００２８】
　ステップＳ２０５では、システム制御部２０９は、レリーズスイッチ（ＳＷ２）２１８
の状態を調べ、ＯＮであればステップＳ２０６へ進み、そうでなければステップＳ２０４
へ戻る。
【００２９】
　ステップＳ２０６では、システム制御部２０９は、撮影動作を行った後、ステップＳ２
０１へ戻る。
【００３０】
　図３は、本実施形態における焦点検出枠の設定処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【００３１】
　まず、ステップＳ３０１では、システム制御部２０９は、被写体検出部２１１から被写
体検出情報を取得する。本実施形態では、被写体として、人物や犬、野鳥などの動物、さ
らにその被写体内における主要領域を検出するものとする。主要領域とは、人物や動物に
おける瞳、顔、体である。これらの検出方法としては、既知技術であるディープラーニン
グによる学習手法や画像処理手法などを用いる。本実施形態では、被写体の検出方法は、
公知の方法を用いることができるため、詳細な説明は省略する。
【００３２】
　ステップＳ３０２では、システム制御部２０９は、被写体検出部２１１の検出結果から
、主要領域が複数検出できたか否かを判定する。複数検出できていればステップＳ３０３
へ進み、そうでなければステップＳ３０４へ進む。
【００３３】
　ここで、検出された主要領域が単一の場合と複数の場合における検出概念を図４、図５
を用いて説明する。図４（ａ）は、顔ａのみが検出されている状態を示し、図５（ａ）は
、瞳Ａ、顔Ｂ、体Ｃが検出されている状態を示している。被写体検出部２１１からは、人
物や動物などの被写体の種別と、それぞれ検出された主要領域の中心座標と水平サイズ、
垂直サイズを取得できることとする。
【００３４】
　ステップＳ３０３では、システム制御部２０９は、検出された主要領域のサイズの最小
の値、つまり図５（ａ）における瞳Ａの領域の水平、垂直サイズの小さいほうの値をＭｉ
ｎＡへ入力してＭｉｎＡを一つのＡＦ枠サイズとする。
【００３５】
　ステップＳ３０５では、システム制御部２０９は、それぞれの検出された主要領域の水
平座標と水平サイズとから全主要領域を包含する図５（ｂ）に示す水平サイズＨを求め、
このＨをＡＦ枠サイズＭｉｎＡで除算することにより水平ＡＦ枠数を決定する。
【００３６】
　ステップＳ３０７では、システム制御部２０９は、それぞれの検出された主要領域の垂
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直座標と垂直サイズとから全主要領域を包含する図５（ｂ）に示す垂直サイズＶを求め、
このＶをＡＦ枠サイズＭｉｎＡで除算することにより垂直ＡＦ枠数を決定する。そして、
ＡＦ枠設定を終了する。
【００３７】
　動物の場合も制御フローは人の場合と同様であり、検出領域、ＡＦ枠設定の概念はそれ
ぞれ図６（ａ）、図６（ｂ）のようになる。本実施形態では、主要領域の最小サイズを使
用した正方形のＡＦ枠としたが、水平方向と垂直方向でＡＦ枠サイズを異ならせてもよい
し、システム制御部２０９で演算可能なＡＦ枠数を設定してもよい。
【００３８】
　ステップＳ３０４では、システム制御部２０９は、検出された顔に対して所定のサイズ
ＸのＡＦ枠を設定する。サイズＸは顔から推定される瞳のサイズを設定してもよいし、低
照度環境時を考慮して、Ｓ／Ｎが確保でき十分合焦性能を確保でるような枠サイズを設定
してもよい。本実施形態では推定される瞳サイズをサイズＸに設定するものとする。
【００３９】
　ステップＳ３０６では、システム制御部２０９は、ＡＦ枠サイズで顔ａの領域を包含で
きるようなＡＦ枠数Ｙを設定する。
【００４０】
　図７は、図２のステップＳ２０３におけるＡＦ動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【００４１】
　まず、ステップＳ４０１では、システム制御部２０９は、焦点検出処理を行い、デフォ
ーカス量と信頼性（信頼度）を検出してステップＳ４０２へ進む。焦点検出処理について
は後述する。
【００４２】
　ステップＳ４０２では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で得られた信頼度
を用いてＡＦ主枠の選択を行い、ステップＳ４０３へ進む。ＡＦ主枠の選択については後
述する。
【００４３】
　ステップＳ４０３では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量の信頼度が予め設定されている信頼度閾値２よりも高いか否かを調べる。信頼度
が信頼度閾値２よりも高ければステップＳ４０４へ進み、そうでなければステップＳ４１
３へ進む。ここで信頼度閾値２は、信頼度が信頼度閾値２未満であればデフォーカス量の
精度は保証できないが被写体のピント位置方向は保証できるという閾値に設定しておく。
　ステップＳ４０４では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量が予め設定されているＤｅｆ量閾値２以下か否かを調べる。Ｄｅｆ量閾値２以下
であればステップＳ４０５へ進み、そうでなければステップＳ４１２へ進む。ここでＤｅ
ｆ量閾値２は、デフォーカス量がＤｅｆ量閾値２以下であれば、その後デフォーカス量だ
けのレンズ駆動を所定回数（例えば３回）以内行えば、焦点深度内にフォーカスレンズを
制御することができるような値（例えば焦点深度の５倍の量）に設定する。
【００４４】
　ステップＳ４０５では、システム制御部２０９は、フォーカスレンズ１０３が停止状態
であるか否かを調べ、停止状態であればステップＳ４０６へ進み、そうでなければステッ
プＳ４１０へ進む。
【００４５】
　ステップＳ４０６では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量の信頼度が予め設定されている信頼度閾値１よりも高いか否かを調べる。信頼度
が信頼度閾値１よりも高ければステップＳ４０７へ進み、そうでなければステップＳ４１
０へ進む。ここで信頼度閾値１は、信頼度が信頼度閾値１よりも高ければ、デフォーカス
量の精度ばらつきが所定範囲内（例えば焦点深度内）となるように設定する。
【００４６】
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　ステップＳ４０７では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量が予め設定されているＤｅｆ量閾値１以下か否かを調べる。Ｄｅｆ量閾値１以下
であればステップＳ４０８へ進み、そうでなければステップＳ４０９へ進む。ここでＤｅ
ｆ量閾値１は、検出したデフォーカス量がＤｅｆ量閾値１以下であれば、焦点深度内にフ
ォーカスレンズ制御されているという値となるように設定する。
【００４７】
　ステップＳ４０８では、システム制御部２０９は、合焦状態であると判断して本フロー
を終了する。
【００４８】
　ステップＳ４０９では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量だけフォーカスレンズ１０３を駆動させたあとステップＳ４０１へ戻る。
【００４９】
　ステップＳ４０５～ステップＳ４０９の一連の動作を行うことにより、ステップＳ４０
１で検出した信頼度が信頼度閾値１よりも高い場合にレンズを停止した状態で再度デフォ
ーカス量を検出することができる。
【００５０】
　ステップＳ４１０では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量の所定割合だけフォーカスレンズ１０３を駆動してステップＳ４１１へ進む。
【００５１】
　ステップＳ４１１では、システム制御部２０９は、フォーカスレンズ１０３の停止を指
示してステップＳ４０１へ戻る。
【００５２】
　ステップＳ４１２では、システム制御部２０９は、ステップＳ４０１で検出したデフォ
ーカス量の所定割合だけフォーカスレンズ１０３を駆動してステップＳ４０１へ戻る。こ
こで所定割合は、デフォーカス量に対してレンズ駆動量が少なくなるように設定する（例
えば８割）。また、設定するレンズ速度は、例えば１フレームの時間でちょうどレンズ駆
動できる速度よりも遅くなるように設定する。これにより、検出したデフォーカス量が正
しくない場合に被写体のピント位置を越えてしまうことを防ぐことができ、さらにレンズ
を停止させることなく駆動させながら次のレンズ駆動をさせることができる（オーバーラ
ップ制御）。
【００５３】
　ステップＳ４１３では、システム制御部２０９は、非合焦条件を満たしたか否かを調べ
る。非合焦条件を満たしていればステップＳ４１４へ進み、そうでなければステップＳ４
１５へ進む。ここで非合焦条件とは合焦すべき被写体がいないと判断する条件であり、例
えばフォーカスレンズ１０３の可動範囲全てにおいてレンズ駆動が完了した場合である。
つまりフォーカスレンズ１０３が遠側、近側の両方のレンズ端を検出して初期位置に戻っ
た場合という条件である。
【００５４】
　ステップＳ４１４では、システム制御部２０９は、非合焦状態であると判断して本フロ
ーを終了する。
【００５５】
　ステップＳ４１５では、システム制御部２０９は、フォーカスレンズ１０３が遠側また
は近側のレンズ端に到達したか否かを調べる。到達していればステップＳ４１６へ進み、
そうでなければステップＳ４１７へ進む。
【００５６】
　ステップＳ４１６では、システム制御部２０９は、フォーカスレンズ１０３の駆動方向
を反転してステップＳ４０１へ戻る。ステップＳ４１７では、フォーカスレンズ１０３を
所定方向に駆動させてステップＳ４０１へ戻る。フォーカスレンズ速度は、例えばデフォ
ーカス量が検出できるようになった時点でピント位置を通り過ぎることのないようなレン
ズ速度の範囲で最も速い速度に設定する。
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【００５７】
　ステップＳ４０１の焦点検出処理について図８を用いて説明する。
【００５８】
　まず、ステップＳ５０１では、システム制御部２０９は、撮像素子２０１内の任意の範
囲の焦点検出領域を設定してステップＳ５０２へ進む。
【００５９】
　ステップＳ５０２では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０１で設定した焦点検
出領域に対して撮像素子２０１から焦点検出用の一対の像信号（Ａ像、Ｂ像）を取得して
ステップＳ５０３へ進む。
【００６０】
　ステップＳ５０３では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０２で取得した一対の
信号を垂直方向に加算平均する処理を行った後、ステップＳ５０４へ進む。この処理によ
って像信号のノイズの影響を軽減することができる。
【００６１】
　ステップＳ５０４では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０３で垂直方向に加算
平均した信号から所定の周波数帯域の信号成分を取り出すフィルタ処理を行った後、ステ
ップＳ５０５へ進む。
【００６２】
　ステップＳ５０５では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０４でフィルタ処理し
た信号から相関量を算出してステップＳ５０６へ進む。
【００６３】
　ステップＳ５０６では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０５で算出した相関量
から相関変化量を算出してステップＳ５０７へ進む。
【００６４】
　ステップＳ５０７では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０６で算出した相関変
化量から像ずれ量を算出してステップＳ５０８へ進む。
【００６５】
　ステップＳ５０８では、システム制御部２０９は、ステップＳ５０７で算出した像ずれ
量がどれだけ信頼できるのかを表す信頼度を算出してステップＳ５０９へ進む。
【００６６】
　ステップＳ５０９では、システム制御部２０９は、像ずれ量をデフォーカス量に変換し
て焦点検出処理を終了する。
【００６７】
　図９は、図７のステップＳ４０２における主枠選択の動作を説明するフローチャートで
ある。主焦点検出枠の選択では被写体の部位に応じて優先度の高い被写体から、主焦点検
出枠を探索する。
【００６８】
　まず、ステップＳ６０１では、システム制御部２０９は、主枠選択の前準備として主枠
を初期位置に設定する。
【００６９】
　ステップＳ６０２では、システム制御部２０９は、被写体検出部２１１により被写体の
瞳が検出されているか否かを判定する。瞳が検出されていればステップＳ６０４へ進み、
検出されていなければステップＳ６０３へ進む。
【００７０】
　ステップＳ６０４では、システム制御部２０９は、主枠の選択領域を瞳領域に設定し、
続くステップＳ６０５で後述する検出中心優先の主枠選択を実施する。
【００７１】
　ステップＳ６０７では、システム制御部２０９は、瞳領域で主枠を選択した結果に対し
て、選択主枠の信頼度が主枠信頼度閾値以上か否かを判定する。信頼度が閾値以上と判定
された場合にはステップＳ６１４へ進み、そうでなければステップＳ６０３へ進む。ステ
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ップＳ６０７は、瞳の検出領域で選択した主枠の検出デフォーカス量が所定のばらつき以
内かを判断するためのものである。例として主枠信頼度閾値は前述の信頼度閾値１などを
設定するようにしてもよい。ステップＳ６０７で、瞳領域で主枠を選択することが困難と
判断された際にはステップＳ６０３へ進み、顔領域で主枠を選択する。
【００７２】
　ステップＳ６０３では、システム制御部２０９は、被写体検出部２１１により被写体の
顔が検出されているか否かを判定する。顔が検出されていればステップＳ６０８へ進み、
検出されていなければステップＳ６１１へ進む。
【００７３】
　ステップＳ６０８では、システム制御部２０９は、主枠の選択領域を顔領域に設定し、
続くステップＳ６０９で後述する検出中心優先の主枠選択を実施する。
【００７４】
　ステップＳ６１０では、システム制御部２０９は、顔領域で主枠選択した結果に対して
、選択枠の信頼度が主枠信頼度閾値以上か否かを判定する。信頼度が閾値以上と判定され
た場合にはステップＳ６１４へ進み、そうでなければステップＳ６１１へ進む。ステップ
Ｓ６１０は、顔の検出領域で選択した主枠の検出デフォーカス量が所定のばらつき以内か
否かを判断するためのものである。例として主枠信頼度閾値は、瞳領域の場合と同様の信
頼度閾値１などを設定するようにしてもよい。ステップＳ６１０で、顔領域で主枠を選択
することが困難と判断された際にはステップＳ６１１へ進み、体領域で主枠を選択する。
【００７５】
　ステップＳ６１１では、システム制御部２０９は、被写体検出部２１１により被写体の
体が検出されているか否かを判定する。体が検出されていればステップＳ６１２へ進み、
検出されていなければステップＳ６１４へ進む。
【００７６】
　ステップＳ６１２では、システム制御部２０９は、主枠の選択領域を体領域に設定し、
続くステップＳ６１３で後述する中央領域至近優先の主枠選択を実施する。
【００７７】
　ステップＳ６１４では、システム制御部２０９は、最終的に瞳、顔、体のいずれかで主
枠を設定することができたか否かを確認するために、主枠が初期位置であるか否かを判定
する。主枠が初期値であればステップＳ６１５へ進み、そうでなければ主枠選択処理を終
了する。
【００７８】
　ステップＳ６１５では、システム制御部２０９は、多点主枠を選択する。なお、ステッ
プＳ６１５では、検出情報を用いず、画面内の所定領域で主枠を選択するなどの方法が考
えられるが、本実施形態の主要部分ではないので、詳細な説明は省略する。
【００７９】
　次に、検出された各部位に適した主枠選択処理について、図１０、図１１を用いて説明
する。本実施形態では、検出部位が瞳、顔の場合、被写体内で比較的小さい領域となるた
め、検出中心位置を重視した主枠選択処理を用いる。図１０は検出中心優先の主枠選択動
作のフローチャートである。
【００８０】
　ステップＳ７０１からステップＳ７０４で焦点検出領域内の全焦点検出枠に対して同様
の処理を実施する。
【００８１】
　ステップＳ７０２では、システム制御部２０９は、現在主枠として設定されている焦点
検出枠よりも、検出領域の中心に近い焦点検出枠か否かを判定する。近い場合にはステッ
プＳ７０３に進み主枠の更新を実効し、遠い場合にはステップＳ７０４に進む。以上の処
理を全焦点検出枠に対して実施し、主枠選択処理を完了する。
【００８２】
　次に、検出部位が体の場合の主枠選択処理について説明する。検出部位が体の場合は、



(11) JP 2021-173803 A 2021.11.1

10

20

30

40

50

被写体内で比較的大きい領域が検出される。そして、被写体形状が複雑になる可能性のあ
る体領域で主枠を選択する際には、検出された領域の中で、被写体存在確率が高い中央領
域で被写体抜けが発生していない枠（至近優先）を重視した主枠選択処理を行う。図１１
は中央領域至近優先の主枠選択動作を示すフローチャートである。
【００８３】
　ステップＳ８０１では、システム制御部２０９は、続くステップＳ８０２で主枠の探索
領域を設定するための、枠数を初期設定する。
【００８４】
　ステップＳ８０２では、システム制御部２０９は、主枠探索領域を設定し、ステップＳ
８０３に進む。ステップＳ８０３からステップＳ８０７で焦点検出領域内の全焦点検出枠
に対して同様の処理を実施する。
【００８５】
　ステップＳ８０４では、システム制御部２０９は、主枠探索領域内か否かを判断し、領
域内の場合はステップＳ８０５に進む。ステップＳ８０５では、システム制御部２０９は
、現在設定されている主枠よりも、検出デフォーカス量が至近の焦点検出枠であるか否か
を判断する。至近の場合は、続くステップＳ８０６において主枠更新を実施し、至近でな
い場合は、ステップＳ８０７に進み、次の焦点検出枠の判断に進む。以上の処理を全焦点
検出枠に対して実施し、ステップＳ８０８に進む。
【００８６】
　ステップＳ８０８では、システム制御部２０９は、選択された主枠の検出デフォーカス
量の信頼度が、所定閾値以上か否かを判定する。信頼度が所定閾値以上と判定された場合
には、主枠選択処理を完了する。ステップＳ８０８において信頼度が所定閾値より低いと
判定された場合には、ステップＳ８０９、ステップＳ８１０に移行し、主枠の探索領域を
広げて、前述のステップＳ８０２からステップＳ８０８を実施する。ステップＳ８０９に
おいて全焦点検出領域の主枠探索が完了している場合には、主枠選択処理を完了する。
【００８７】
　本実施形態を適用することにより、被写体の部位が複数検出された際に、焦点検出の困
難な領域を回避しつつ、より優先度の高い領域で正確に焦点調節を行うことが可能となる
。例えば犬や猫、鳥のように、撮影者の意図に反して動き回る動物が被写体である場合に
おいて、検出デフォーカス量の信頼度が低く、焦点検出の困難な部位を回避しつつ、より
優先度の高い部位で焦点調節を行うことができる。
【００８８】
　以上、本発明の一実施形態について詳述してきたが、本発明は上記の実施形態に限られ
るものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。
【００８９】
　本実施形態においては、瞳、顔を検出した際には検出中心位置を重視した主枠選択処理
を用い、体を検出した際には、検出された領域の中で、被写体存在確率が高い中央領域で
被写体抜けが発生していない枠を重視した主枠選択処理を用いた。瞳や顔などのように、
被写体内での大きさが比較的小さくなりやすい被写体に対しては、被写体の検出位置のず
れがほぼないものして、検出中心位置を重視した主枠選択処理を実施している。しかし、
検出位置のずれを考慮する必要のある場合などは、より検出デフォーカス量の信頼度が高
い焦点検出枠を主枠として選択する処理を行ってもよい。図１２は、検出領域内で検出デ
フォーカス量の信頼度の高い焦点検出枠を優先する主枠選択動作を示すフローチャートで
ある。
【００９０】
　ステップＳ９０１からステップＳ９０５で焦点検出領域内の全焦点検出枠に対して同様
の処理を実施する。ステップＳ９０２では、システム制御部２０９は、被写体に対する検
出部位の領域内か否かを判定する。領域内である場合は、続くステップＳ９０３において
現在主枠として設定されている焦点検出枠よりも、信頼性が高い焦点検出枠か否かを判定
し、高い場合にはステップＳ９０４に進み主枠の更新を実効する。ステップＳ９０３にお
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いて現在主枠として設定されている焦点検出枠よりも、信頼性が低いと判定された場合に
はステップＳ９０５に進み、全焦点検出枠に対してこの判断を実施し、主枠選択処理を完
了する。
【００９１】
　また、本実施形態においては、体を検出し、瞳、顔で主枠の信頼度が低い場合に、体の
領域に対して、被写体形状の複雑度を考慮して、被写体存在確率が高い中央領域で被写体
抜けが発生していない枠を重視した主枠選択処理を用いた。しかし、被写体形状の複雑度
を考慮しなくてよい場合などは、より検出デフォーカス量の信頼度が高い焦点検出枠を主
枠として選択する処理を行ってもよい。図１３は中央領域信頼度優先の主枠選択動作を示
すフローチャートである。
【００９２】
　ステップＳ１００１では、システム制御部２０９は、続くステップＳ１００２で主枠の
探索領域を設定するための、枠数を初期設定する。
【００９３】
　ステップＳ１００２では、システム制御部２０９は、主枠探索領域を設定し、ステップ
Ｓ１００３に進む。ステップＳ１００３からステップＳ１００７で焦点検出領域内の全焦
点検出枠に対して同様の処理を実施する。
【００９４】
　ステップＳ１００４では、システム制御部２０９は、主枠探索領域内か否かを判断し、
領域内の場合はステップＳ１００５に進む。ステップＳ１００５では現在設定されている
主枠よりも、検出デフォーカス量の信頼度が高い焦点検出枠であるか否かを判断する。高
い場合は、続くステップＳ１００６において主枠更新を実施し、低い場合は、ステップＳ
１００７に進み、次の焦点検出枠の判断に進む。以上の処理を全焦点検出枠に対して実施
し、ステップＳ１００８に進む。
【００９５】
　ステップＳ１００８では、システム制御部２０９は、選択された主枠の検出デフォーカ
ス量の信頼度が、所定閾値以上か否かを判定する。ステップＳ１００８において信頼度が
所定閾値以上と判定された場合には、主枠選択処理を完了する。ステップＳ１００８にお
いて信頼度が低いと判定された場合には、ステップＳ１００９、ステップＳ１０１０に移
行し、主枠の探索領域を広げて、前述のステップＳ１００２からステップＳ１００８を実
施する。ステップＳ１００９において全焦点検出領域の主枠探索が完了している場合には
、主枠選択処理を完了する。
【００９６】
　また、被写体の動きが激しい場合などのように、被写体の検出部位によらず、被写体抜
けなどが大きく懸念されるシーンにおいては、焦点調節のモードが静止体（静止被写体）
撮影用のモードであるか動体（動被写体）撮影用のモードであるかの判断から主枠選択処
理を設定するようにしてもよい。動体撮影用のモードの場合には、過去複数フレームの被
写体位置の履歴情報から対象フレームでの被写体位置を予測して、ピント位置を追従させ
る。本変形例では、前述の予測した被写体位置に近い位置を示す焦点検出枠を優先的に主
枠選択する処理について説明する。図１４は中央領域予測優先の主枠選択動作を示すフロ
ーチャートである。
【００９７】
　ステップＳ１１０１では、システム制御部２０９は、続くステップＳ１１０２で主枠の
探索領域を設定するための、枠数を初期設定する。ステップＳ１１０２では、システム制
御部２０９は、主枠探索領域を設定し、ステップＳ１１０３に進む。
【００９８】
　ステップＳ１１０３からステップＳ１１０７で焦点検出領域内の全焦点検出枠に対して
同様の処理を実施する。ステップＳ１１０４では、システム制御部２０９は、主枠探索領
域内か否かを判断し、領域内の場合はステップＳ１１０５に進む。ステップＳ１１０５で
は現在設定されている主枠よりも、検出デフォーカス量と現在のレンズ位置から予測され
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プＳ１１０６において主枠更新を実施し、低い場合は、ステップＳ１１０７に進み、次の
焦点検出枠の判断に進む。以上の処理を全焦点検出枠に対して実施し、ステップＳ１１０
８に進む。
【００９９】
　ステップＳ１１０８では、システム制御部２０９は、選択された主枠の検出デフォーカ
ス量の信頼度が、所定閾値以上か否かを判定する。ステップＳ１１０８において信頼度が
所定閾値以上と判定された場合には、主枠選択処理を完了する。ステップＳ１１０８にお
いて信頼度が低いと判定された場合には、ステップＳ１１０９、ステップＳ１１１０に移
行し、主枠の探索領域を広げて、前述のステップＳ１１０２からステップＳ１１０８を実
施する。ステップＳ１１０９において全焦点検出領域の主枠探索が完了している場合には
、主枠選択処理を完了する。
【０１００】
　本変形例を適用することにより、動きの激しい被写体に対しても、焦点検出の困難な領
域を回避しつつ、より優先度の高い領域で正確に焦点調節を行うことが可能となる。
【０１０１】
　（他の実施形態）
　また本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク
又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータ
における１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現できる。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現できる。
【０１０２】
　発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱すること
なく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を
添付する。
【符号の説明】
【０１０３】
１００：交換レンズ、１０１：撮影レンズ、１０３：フォーカスレンズ、１０５：レンズ
コントローラ、２００：カメラ本体、２０１：撮像素子、２０９：システム制御部、２１
１：被写体検出部、３００：デジタルカメラ
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